
東北農政局 青森県拠点

連絡先：東北農政局青森県拠点 地方参事官室 電話：０１７－７７５－２１５１

農作業安全対策についてはこちら ☞

トラクターのシートベルト着用義務化

農耕作業用特殊車の死亡事故は転倒・転落によるものが多く、特に乗用型トラクターの死亡
事故が多い状況を受け、道路運送車両の保安基準改正により、乗用型トラクターで道路を走
行する際には、シートベルト着用が義務化されることとなりました。


